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計画概要 

1 計画の背景 

企業団は、平成 26年度に中長期的視点から耐震化計画と施設更新計画を統合した施設更新

基本計画（以下、「基本計画」という。）を策定した。 

その後、国庫補助制度の変更、受水団体からの水需要減少による施設規模の適正化や事業

費の縮減要望等への対応、さらに県榛南水道との統合を視野に入れた検討等、企業団を取り

巻く環境変化の中で、「経営戦略 2019」では、令和 9年度以降に到来する施設更新の事業化に

向けた実施計画を令和 5年度までに策定するものとして検討作業に取り組んでいる。 

 

2 推進目標 

令和 3 年度に策定した施設更新修正基本計画（以下、「修正基本計画」という。）により得

られた成果を施設更新実施計画（以下、「実施計画」という。）に踏襲し、環境変化を考慮し

た、合理的で実現可能な実施計画を策定する。 

具体的には、令和 4 年度に概ねの素案を作成し、令和 5 年度は、学識経験者等からなる第

三者の専門的意見により計画の妥当性を審議する。また、引き続き構成団体と協議、意見交

換を重ね、企業団と受水団体との間で新たに将来の水量等に関する合意文書を締結した後に、

実施計画を策定する。 

 

3 実施計画の検討 

3-1 実施計画に踏襲する条件や考え方 

実施計画は修正基本計画で検討された条件や考え方を踏襲しつつ、新たに反映すべき内容

については、変更を加えることを基本とする。 

 

3-2 更新事業費縮減に係る課題 

実施計画の策定にあたり、修正基本計画により試算されている更新事業費に対して、縮減

につながる主な課題を検討する。主な課題は以下のとおり。 

①安定供給の確保 

更新に伴い複雑に変化する用水供給システムに対して、安定供給を確保する。 

②現実的で合理的なルート選定 

修正基本計画で提示した更新ルートに対して、より妥当性が高く、無駄なく効率の良いル

ートを選定する。 

③施設規模の適正化 

水需要減少が予測される計画一日最大給水量（以下、「計画水量」という。）に対して、更新

施設が過大化しないよう適正な施設規模を検討する。 

④更新事業費の縮減 

修正基本計画で提示した更新事業費に対して、浄水場の更新や既存管の取扱いを再検討し、

更新事業費の縮減を検討する。 

⑤財政計画 

更新事業費を含む投資試算に対して、長期的な財源の確保と収支の見通しをする。  



 

 

2 

3-3 実施計画の検討手順 

実施計画は、修正基本計画の検討手順を基に、検討項目と検討内容を設定し、新たにⅣ事

業の実施効果と策定後の進め方を追加する。検討手順はⅠからⅣの手順で実施する。 

 

Ⅰ 課題の抽出 

受水団体から報告を受けた将来の計画水量を計画値とし、現状の施設が抱える課題を再精

査する。 

Ⅱ 整備内容の検討 

整備方針と整備条件を作成し、将来の計画水量を基に、現状の施設が抱える課題を解消す

る整備内容を検討する。また、経営基盤強化や耐震化等を考慮した更新優先順位を検討する。 

Ⅲ 年度別整備内容と更新事業費 

Ⅱの整備内容と更新優先順位から施設規模の適正化を検討し、更新事業費を算出し、年度

別に事業内容を分類・整理する。 

Ⅳ 事業実施効果と策定後の進め方 

長期財政収支や施設更新の実施効果を評価する。また、策定後の進め方において、策定後

の新たな環境や持続性などの課題への対応と進捗管理と計画の見直しを記載する。 

 

【検討手順のフロー図】 
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I 課題の抽出 

1 現況の把握 

施設概況（位置、規模、構造）、特性等を把握し、計画に反映すべき事項等を整理する。県

榛南水道との統合計画に伴い、大井川広域水道と榛南水道を対象とする。 

 

1-1 大井川広域水道 

ｱ)大井川広域水道用水供給事業 

計画水量 160,700 ㎥/日、水源種別 表流水 

給水対象 7市（島田市、焼津市、藤枝市、掛川市、御前崎市、菊川市、牧之原市） 

ｲ)取水施設 

川口取水工（水道用水・農業用水・工業用水の共用施設） 取水口は本取水口と予備取

水口がある。 

ｳ)導水施設 

導水トンネル φ1500 ㎜ L=3,626ⅿ 

ｴ)浄水施設 

相賀浄水場（着水井、薬品混和池、フロック形成池、沈澱池、ろ過池、浄水池 ） 

施設能力 160,700 ㎥/日 

ｵ)送水施設  

送水管路 ダクタイル鋳鉄管及び鋼管、φ75mm～φ1,500㎜ 、L=196.3ｋｍ 

右岸増圧ポンプ場 ポンプ台数５台 

調整池 5池、総容量 34,000 ㎥ 

 

1-2 榛南水道 

ｱ)榛南水道用水供給事業 

計画水量 27,000 ㎥/日、水源種別 地下水 

給水対象 2市（御前崎市、牧之原市） 

ｲ)取水施設 

深井戸 6井 

ｳ)導水施設 

導水管路 φ250mm～φ600mm L＝1,084ｍ 

ｴ)浄水施設 

榛南浄水場（着水井、原水ポンプ井、原水ポンプ、圧力ろ過機、浄水池、次亜塩素注入

設備、送水ポンプ） 

施設能力 27,000 ㎥/日 

ｵ)送水施設 

送水管 ダクタイル鋳鉄管及び鋼管、φ100mm～φ700 ㎜ 、L=33.9ｋｍ 

調整池 4池、総容量 6,050 ㎥ 
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図１-１ 現況施設位置図 
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表 １-１ 受水団体の将来計画水量の推移（令和４年７月現在） 

図１-２ 各受水団体の将来計画水量の推移 

表 １-２ 更新に伴う計画水量（令和 5年 4月現在） 

2 計画水量の設定 

基本計画は、受水団体別基本水量の合計 160,700㎥/日を更新に伴う計画水量とした。 

その後、受水団体からの水需要減少による施設規模の適正化や事業費の縮減要望、県榛南

水道との統合、新規受水点への送水等の環境変化を反映するため、「施設更新実施計画策定の

前提となる計画一日最大給水量の調査」を実施し、その調査結果を将来の計画水量とした。 

修正基本計画では、将来の計画水量を取り込むと共に、計画期間内の最大計画水量を更新

に伴う計画水量とした。 

実施計画においても、将来の計画水量を使用することを基本とした。更新計画が段階的に

進捗する整備であることを考慮し、より適正な施設規模とするため、将来の計画水量のうち、

各更新段階の整備完了想定時期（供用開始時期）の計画水量を採用する。 

表 1-1、図 1-2 は、各受水団体における将来の計画水量推移を示したものとなる。表 1-2は

更新に伴う計画水量を表す。 
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3 現況の評価と課題 

現況の水道施設が抱える課題を水理機能、管路機能及び施設機能から分析・評価した。そ

の結果、安定供給に影響を与える課題が抽出された。抽出された課題は以下のとおり。 

3-1 水理機能評価 

各市の基本水量と令和３年度実績水量を基に、送水の起点となる浄水場または調整池の水

位は最低水位、送り先となる受水点の水位は最高水位として厳しい条件で現況施設における

水理管網解析をした結果、一部の受水点と調整池で送水機能に負圧の可能性を確認した。な

お、現状の水運用上では、負圧は発生していない。 

3-2 施設機能評価 

修正基本計画と同様に、現況施設（管路、設備を除く土木・建築施設）の老朽度、耐震度、

漏水度は、令和９年度時点で課題とならなかった、右岸系の調整池で貯留時間に問題を確認

した。 

3-3 管路機能評価 

実施計画は、修正基本計画と同様に、想定される地震を「静岡県第４次地震被害想定の南

海トラフ巨大地震」とし、現実的な被害予測を検討した。その結果、地震発生時において、被

害予測率が高い管路があること、地形や地盤により断水リスク、災害リスクの高い施設があ

ることを確認した。 

表１-３ 現況評価から抽出された課題 
分類 エリア 施設名/路線 区間 課題点 ※1 ※2 

水理機能評価       

 

基本 
水量 

左岸第 1 三輪受水点  負圧の可能性を確認 ① ● － 

 右岸第 1 右岸牧之原調整池  〃 ② ● － 

 右岸牧之原 牧之原受水点  〃 ③ ● － 

 右岸第 2 遊家受水点  〃 ④ ● ● 

  逆川受水点  〃 ⑤ － － 

 右岸第 3 朝比奈原受水点  低い残圧となる可能性を確認 ⑥ ● － 

  御前崎受水点  負圧の可能性を確認 ⑦ ● － 

  大須賀受水点  〃 ⑧ － － 

 R3 
実績 
水量 

左岸第 1 三輪受水点  〃 ① ● － 

 右岸第 1 右岸牧之原調整池  〃 ② ● － 

 右岸牧之原 牧之原受水点  〃 ③ ● － 

施設機能評価（管路を除く土木施設等） 

 
容量 
評価 

右岸北部 右岸第 2調整池  貯留時間が短い ⑨ ● － 

 右岸南部 右岸第 3調整池  〃 ⑩ ● ● 

 右岸 右岸系  〃 ⑪ ● － 

管路機能評価       

 

耐震 

右岸南部 大須賀線 小笠東部～大東西部 地震被害率が高い ⑫ ● ● 

 右岸南部 東部線 全線 〃 ⑬ ● ● 

 右岸南部 北部線 一部 〃 ⑭ ● － 

 右岸南部 御前崎線 一部 地震被害率が高く、付近で崖
崩れの危険性がある 

⑮ ● － 

 立地 右岸北部 牧之原線 一部 支障物件により管理上で問題 ㉒ － － 

表１-４ 地形や地盤により断水リスク、災害リスクの高い管路 
分類 エリア 施設名/路線 区間 課題点 ※1 ※2 

施設機能評価       

 立地 相賀浄水場 左岸第 1調整池  崖の上にあり、立地条件が悪
い 

⑯ ● ● 

管路機能評価       

 立地 相賀浄水場 送水本管 浄水場～右岸、左岸分岐 右岸、左岸が同一管路のため
断水リスクが高い 

⑰ ● ● 

  相賀浄水場 送水本管 浄水場～右岸、左岸分岐 隧道等により布設替が困難 ⑱ ● ● 

  右岸北部 右岸島田線 左右岸分岐～右岸増圧 P 場 隧道等により布設替が困難 ⑲ ● ● 

  右岸北部 掛川線 東名高速側道道路 東名高速に隣接しており、災
害リスクが高い 

⑳ ● ● 

  右岸北部 掛川線 右岸第 2調整池～逆川 腐食性土壌のため漏水実績が
ある 

㉑ ● ● 

※1修正基本計画で抽出された課題、※2基本計画で抽出された課題 
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図１-３ 現況評価に基づく課題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川口取水工 

左岸第 1調整池 

島田市 
相賀配水池 

島田市 
伊太配水池 

藤枝市 
内瀬戸第 3受水点 

藤枝市 
内瀬戸受水点 

藤枝市 
時ケ谷受水点 

左岸増圧ポンプ場 

藤枝市 
三輪受水点 

焼津市 
祢宜島受水点 

焼津市 
中新田受水点 

焼津市 
上泉受水点 

島田市 
湯日受水点 

島田市 
湯日第 2受水点 

右岸増圧ポンプ場 

牧之原市 
地蔵峠受水点 

牧之原市 
平城受水点 

猪土居接合井 

右岸第 1調整池 

湯日第 2線ポンプ室 

菊川市 
倉沢受水点 

牧之原線遮断弁室 

牧之原市 
東萩間受水点 

牧之原市 
西萩間受水点 

西萩間接合井 

右岸第 3調整池 

牧之原市 
菅ケ谷受水点 

牧之原市 
大沢配水池 

不動山調整池 

牧之原市 
大江受水点 

御前崎市 
新野受水点 

御前崎市 
大兼受水点 

菊川市 
小笠受水点 

大須賀線減圧弁室 

菊川市 
丹野原受水点 

菊川市 
丹野受水点 

掛川市 
東大谷受水点 

掛川市 
大須賀受水点 

掛川市 
北部受水点 

掛川市 
逆川受水点 

掛川市 
薗ケ谷配水池 

掛川市 
遊家受水点 

掛川線減圧弁室 

菊川市 
牛渕受水点 

菊川市 
牧之原受水点 

右岸第 2調整池 

榛南浄水場 

榛南水源 
（1号～6号井） 

牧之原市 
新一の谷受水点 

竜眼山調整池 

地頭方調整池 

牧之原市 
鎮守山受水点 

牧之原市 
小胡桃受水点 

御前崎市 
御前崎受水点 

御前崎線減圧弁室 

相賀浄水場 

牧之原市 
長ノ谷受水点 

島田市 
相賀受水点（責任分界点） 

大沢接合井 

右岸牧之原調整池 

負圧の可能性を確認 

（基本、R3実績） 

負圧の可能性を確認 

（基本、R3実績） 

負圧の可能性を確認 

（基本、R3実績） 

負圧の可能性を確認（基本） 

低い残圧となる可能性を確認（基本） 

負圧の可能性を確認（基本） 

負圧の可能性を確認（基本） 

貯留時間が必要容量（4時間）未満 

貯留時間が必要容量（4時間）未満 

  右岸系 貯留時間が必要容量（8時間）未満 

地震被害率が高い 

地震被害率が高い 

地震被害率が高い 

掛川市 
大東東部受水点 

掛川市 
大東西部受水点 

地震被害率が高い、がけ崩れの危険性がある 

⑯崖の上にあり、立地条件が好ましくない 

送水本管は右岸、左岸が同一ルートで断水リスクが高い 
隧道などの布設替えが困難 

隧道などの布設替えが困難 

東名高速道路に隣接し、災害リスクが高い 

御前崎市 
減圧弁室 1 

御前崎市 
朝比奈原受水点 

現況評価に基づく課題（水理、施設、管路） 

浄水場、取水工 

ポンプ場 

接合井 

調整池 

減圧弁 

受水点 

配水池 

管路（大井川広域水道） 

管路（榛南水道） 

凡  例 

腐食性土壌のため、漏水の実績有り 

㉒維持管理上の課題 

負圧の可能性を確認 

（基本） 

⑰ ⑱ 

⑲ 

⑨ 

⑤ 

㉑ 

⑳ 

⑪ 

⑧ 

⑭ 
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⑬ 

⑦ 
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② 
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II 整備内容の検討 

1 整備方針と整備の方向性 

整備内容を検討する上で前提となる整備方針、整備の方向性及び実施計画と過年度計画の

変更点は、表 2-1のとおりとなる。 

表 2-1 実施計画と過年度計画の変更点 
区 分 基本計画（Ｈ26策定） 修正基本計画（R3策定） 実施計画（今回） 

施設更新実施期間 

・令和元年度～令和 50年度 

・耐震化を令和 30年度までに

完了 

・令和 9年度～令和 52年度※１ 

・耐震化をできるだけ早期に

完了 

同左 

更新対象施設 

・受水点に供給し、送水機能

を有する全施設 

・受水点に供給し、創設期

（第１期事業）施設のうち、

更新実施期間内に実耐用年数

（法定耐用年数×1.5）を超

過する施設※２ 

同左 

整備の方向性 

（水理機能） 

送水量が集中する管網を代替

ルートにより分散化し、水理

機能を平準化する 
同左 

送水量が集中する管網を代替

ルートにより分散化し、水理

機能を平準化しつつ、より効

率的なルートに改善する 

整備の方向性 

（施設機能） 
― 

新たな調整池を配置すること

で、右岸全体の貯留時間を確

保する 

同左 

整備の方向性 

（管路機能） 

代替ルートを選定すること

で、管路埋設に適していない

位置を回避する 
同左 

代替ルートを選定すること

で、管路埋設に適していない

位置を回避しつつ、より効率

的なルートに改善する 

※1施設更新実施期間について 

国庫補助金制度の変更により、採択要件が、ダクタイル鋳鉄管において布設後 30年以上か

ら 40 年以上となったため、施設更新の開始年度を供用開始から 40 年が経過する令和 9 年度

とした。なお、国庫補助金は、生活基盤施設耐震化事業の水道管路緊急改善事業としている。 

更新計画完了年度は、大井川圏域は南海トラフ巨大地震の発生確率が依然として高い状態

になることから、当初計画時と同様に令和 50 年度前後とした。 

なお、施設更新は、事業が完了するまでに長期間を必要とすることから、創設期（1期事業）

に布設した管路は、更新事業期間の中盤に実質的な更新基準年数 60 年（法定耐用年数 40 年

×1.5）を逐次迎えることとなる。 

※2更新対象としない施設について 

「2期第 1 段階事業の管路」、「末端に受水点が無い管路」、「既に更新されている管路」は、

対象としない。 
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2 整備内容の検討 

2-1 浄水場の更新 

修正基本計画では、第 2 浄水場用地に新たな浄水場を建設する計画としたが、これを実現

するためには、浄水場の建設に加え、用地の造成、導水ポンプ設備が必要であり、事業費、維

持管理費の面で見直しの余地があった。これを改善するため、実施計画では将来に渡り浄水

場が抱える課題を分析し、抽出した。相賀浄水場が抱える主な課題は次のとおり。 

＜老朽化＞浄水池等の一部浄水施設は、浄水場更新の完了年度までに老朽化が想定される。 
 

＜運用＞導水施設はいずれも単独管路となっているため、運用を停止することができず、

長期的に適正な維持管理を継続できない。 

これらの課題を解消するため、老朽化が想定される施設は、更新することでその機能を回

復し、運用面で課題のある施設は、導水施設を新たに設置し、分割運用を可能にすることと

した。課題がなかった施設は、老朽化、運用の面でも健全であるとし、更新期間中において

も継続使用することとした。 

このことから、実施計画は、新たな浄水場用地を用いずに、既設浄水場用地を主軸とした

更新とした。表 2-2 更新施設と継続使用する施設の分類と表 2-3 各計画の浄水場の更新は以

下のとおり。 

表２-２ 更新施設と継続使用する施設の分類 

 継続使用する施設 更新施設 

施設 

着水井、薬品混和池、フロック形成池 

凝集沈でん池、急速ろ過池、排泥池・

濃縮池、天日乾燥床 

導水ポンプ棟、浄水

池、薬注棟、管理棟、

脱水機棟 

導水トンネル 

導水ポンプ井 

更新理由 ― 老朽化が進んでいる 運用面で問題がある 

内容 ― 新たに施設を更新する 

既存導水ルートと並列

で同様の導水トンネル

（導水管）を設置する 

表２-３ 各計画の浄水場の更新 

区 分 基本計画（Ｈ26策定） 修正基本計画（R3策定） 実施計画（今回） 

更新方法 
既存浄水場を供用しながら、

浄水場を更新 
同左 同左 

浄水場用地 既存浄水場用地 第２浄水場用地 既存浄水場用地 

更新の範囲 すべての浄水場施設を更新 同左 
更新が必要な浄水施設と継続

使用可能な浄水施設を分類 

問題点 

・更新施設の完全更新は困難 

・供用継続と更新計画の両立

が困難 

事業費、維持管理の面で経済

性に問題あり 

供用継続と更新計画の両立に

綿密な計画が必要 

 

今後、相賀浄水場の施設等については、定期的な劣化診断調査を実施し、施設の寿命予測

をしていき、現状の老朽度を把握していく。 

 

2-2 管路線形基本計画 

修正基本計画の更新ルートを基に、各種支障物（河川・鉄道・高速道路・国道）等の施工性

及び送水の効率性（ルートの短縮・一条化）の面から改善点を洗い出し、実施計画において

の更新ルートを見直した。改善点と改善効果を表 2-4、改善更新ルートと改善位置は図 2-1 の

とおり。 
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表２-４ 改善点と改善効果 

位 置 改善点 改善効果 

①、②、⑱ 支障箇所を避けたルートに改善 施工性、維持管理性、経済性の向上 

⑤、⑩、⑫ 

⑮、⑯ 
現実的に布設が可能なルートに改善 施工性、維持管理性の向上 

③、⑪ 布設延長の改善 経済性の向上 

⑥ 東名高速道路沿いをより避けたルートに改善 維持管理性、安全性の向上 

⑧ 計画変更を反映 更新計画の具体性を向上 

⑨、⑬ 送水ルートを 2条化から 1条化に改善 施工性、維持管理性、経済性の向上 

⑪ 新野線（2期第１段階）を継続使用に改善 経済性の向上 

⑬ 

・トンネル区間を新設から既存トンネル空間

の活用に改善 

・調整池機能を浄水場浄水池に改善 

施工性、維持管理性、経済性の向上 

⑰ 浄水場位置を既設浄水場位置へと改善 施工性、維持管理性、経済性の向上 

 

図２-１ 改善更新ルートと改善位置  
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2-3 課題の解消 

「2-2管路線形基本計画」で改善した更新ルートを基に、「水理管網解析」と「貯留能力の

増強」、「被害予測率や断水リスク等が高い位置の回避」を実施、検討した結果、現況評価か

ら抽出した課題はすべて解消する。課題解消の方向性は表 2-5と図 2-2のとおり。 

 

表２-５ 課題解消の方向性 
 施設名/路線 内容 課題解消の方向性 

水理機能評価   

 三輪受水点 負圧の可能性を確認 ① 子持坂受水点への送水先変更と、それに伴う増圧施設の整備 

右岸牧之原調整池 〃 ② 
右岸第 1調整池を調圧槽とし、右岸金谷調整池から送水することで解

消 

牧之原受水点 〃 ③ 
・右岸牧之原調整池での水位運用により、現在も送水できている状態 

・現運用を継続することで課題を解消 

遊家受水点 〃 ④ 右岸牧之原調整池系統の整備により解消 

逆川受水点 〃 ⑤ 右岸牧之原調整池系統の整備により解消 

朝比奈原受水点 低い残圧となる可能性を確認 ⑥ 右岸第 3調整池系統の整備により解消 

御前崎受水点 負圧の可能性を確認 ⑦ 榛南水道との統合により、送水系統が変わることで解消 

大須賀受水点 〃 ⑧ 右岸牧之原調整池からの送水系統に変わることで解消 

施設機能評価    

 右岸第 2調整池 貯留時間が 4時間より短い ⑨ 調整池機能を右岸牧之原調整池へ変更 

右岸第 3調整池 〃 ⑩ 右岸第 3調整池系統への負荷を分散することで解消 

右岸系 貯留時間が 8時間より短い ⑪ 右岸金谷調整池の貯留容量により解消 

左岸第 1調整池 
崖の上にあり、立地条件が好ま

しくない 
⑯ 相賀浄水場の浄水池に調整池機能を付与することで解消 

管路機能評価    

 大須賀線 

（小笠東部～大東西部） 
地震被害率が高い ⑫ 

右岸牧之原調整池からの送水ルート整備と右岸第 3調整池からの送水

ルート整備により解消 

東部線（概ね全線） 〃 ⑬ 右岸第 3調整池からの送水ルート整備により解消 

北部線（一部） 〃 ⑭ 丹野線からの送水ルート整備により解消 

御前崎線（一部） 
地震被害率が高く、崖崩れの危

険性がある 
⑮ 

右岸牧之原調整池からの送水ルート（大兼ルート変更）整備により解

消 

送水本管 

（浄水場～左右岸分岐） 

送水本管は左右岸が同じルート

のため断水リスクが高い 
⑰ 右岸金谷調整池送水ルートの整備と左岸送水ルートの整備により解消 

送水本管 

（浄水場～左右岸分岐） 

隧道などの布設替が困難な状況

にある 
⑱ 

・右岸金谷調整池送水ルートの整備と左岸送水ルートの整備により解

消 

・既設トンネルの空間活用により解消 

右岸島田線 

（左右岸分岐～右岸増圧 P 場）  
〃 ⑲ 右岸金谷調整池送水ルートの整備と左岸送水ルートの整備により解消 

掛川線 

（東名高速側道管路） 

東名高速に隣接しており、災害

リスクが高い 
⑳ 代替となる送水ルートの整備により解消 

掛川線 

（右岸第 2 調整池～逆川） 

腐食性土壌のため漏水の実績が

ある 
㉑ 右岸牧之原調整池系統の送水ルート整備により解消 

牧之原線 

（右岸第 1調整池～

牧之原調整池） 

管路上に商業施設が建ち、維持

管理上で問題となる 
㉒ 商業施設を避けたルート整備により解消 
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図２-２ 課題解消の方向性 

  

凡例

：浄水場

：ポンプ場

：取水工

：調整池

：受水点

：減圧施設

：実施計画の更新ルート

【施設区分】

：現在の管網ルート

①子持坂受水点への送水先変更、増圧施設の整備

②右岸第1調整池を調圧槽とし右岸金谷調整池から送水

③現運用の継続

④右岸牧之原調整池系統の整備

⑤右岸牧之原調整池系統の整備

⑥右岸第3調整池系統の整備

⑦送水系統の変更

⑧送水系統の変更

⑨調整池機能を右岸牧之原調整池へ変更

⑩負荷の分散

⑪右岸金谷調整池の整備

⑯相賀浄水場の浄水池に調整池機能を付与

⑫右岸牧之原調整池と右岸第3
調整池からの送水ルート整備

⑭丹野線からの送水ルート整備

⑮右岸牧之原調整池からの送水ルート整備

⑰⑱右岸金谷調整池送水ルートと左岸送水ルートの整備
既設トンネルの空間活用

⑲右岸金谷調整池送水ルートと左岸送水ルートの整備

⑳代替となる送水ルートの整備

㉑右岸牧之原調整池系統の送水ルート整備

⑬右岸第3調整池からの送水ルート整備

㉒商業施設を避けたルート整備
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3 既設管の取扱い 

修正基本計画では、更新後の不要となった既設管を全て廃止・撤去するとしている。実施

計画では、既設管を廃止以外の手法で有効活用する方法や取扱いを、他事業体の事例を基に

調査した結果、どの事業体も苦慮していることが判明した。 

このことから、企業団は独自に既設管の取扱いをすることとし、「緊急時の活用」や「更新

スペースの確保」を目的として、常時通水をしない状態で活用することとした。 

ただし、活用する既設管については、今後、管理者協議を必要とする。 

これにより以下の利点が見込まれる。 

・該当部分の既設管は廃止に係る費用が不要となるので、事業費の縮減となる。 

・活用する既設管で老朽化による漏水が発生しても、送水に影響は生じない。 

・漏水等の事故時は、既設管内を洗管することでバックアップ管となる。但し、活用する

既設管の状態により、使用条件は限られる。 

・活用する既設管を本更新計画以降の更新用スペースとすることで、既設管の内部空間を

利用でき、PIP工法や同位置の布設替えが可能となる。 

既設管を活用する管路と廃止する管路の分類は図 2-3のとおり。 

廃止する管路は、延長 21.9kmを管路充填として見込んでいるが、大井川横断管路の充填に

ついては、河川管理者との協議により、撤去となる可能性がある。また、企業団は、更新後の

既設大井川横断管路をバックアップ管とする活用も考えており、今後、河川管理者と協議し、

その結果を踏まえて、実施計画を見直す予定である。なお、大井川横断管路を撤去する場合

の費用は、充填する場合の費用に比べて、大きくなることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用する既設管が埋設されている道路及び既設管本体は、定期的なパトロールを実施しつ

つ、修繕等の維持管理を行い、事故防止に努める。  

図２-３ 既設管を活用する管路と廃止する管路の分類 

大井川横断管路 
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4 更新優先順位の検討 

修正基本計画と同様に、以下の整備事業を優先し、更新の優先順位付けをした。更新優先

順位は、修正基本計画策定時と大きく変わらない結果となった。 

最優先する整備事業 

企業団の経営基盤の強化につながる施設整備事業は、更新計画に積極的に取り込む最優先

事業とした。以下に示す事業が該当となる。 

・静岡県企業局榛南水道との統合（統合目標時期は令和 11年 4月 1日） 

・島田市稲荷浄水場廃止に伴う天神原配水池の受水点化（令和 14 年度から送水開始予定） 

優先する整備事業 

「耐震化率の向上」と「課題の解消」を優先し、そこに①管路被害率、②企業団からの受水

依存度、③管路重要度、④経過年数の各評価項目を考慮した「総合評価点」を活用すること

で、客観的に数値化して最適な順位付けをした。 

 

III 年度別整備内容と更新事業費 

1 整備内容と更新優先順位 

「Ⅱ整備内容の検討」から導き出された更新優先順位と整備内容は表 3-1のとおり。 

各優先順位における事業の実施位置は図 3-1 更新優先順位を参照。 

表３-１ 整備内容と更新優先順位 
優先

順位 
修正基本計画の整備内容 

優先

順位 
実施計画の整備内容 

実施計画においての 

解消する課題 

１ 

・榛南水道との連結管整備 

（2路線） 

・島田市天神原配水池への送水管

整備（1路線） 

１ 同左 

・管路の耐震化向上 

・受水点の追加に伴う水需要の増

加 

・調整池の貯留能力が向上 

・受水点水圧の解消 

２ 

・大須賀線の代替、布設替ルート整

備（2路線） 

・掛川線の代替ルート整備 

（1路線） 

２ 

・大須賀線の代替、布設替ルート整

備（2路線） 

・掛川線の代替ルート整備（1路線） 

・管路の耐震化向上 

・管路の水圧問題が解消 

・調整池の貯留能力が向上 

・地震被害率の高い箇所の耐震化 

３ 

・掛川線の代替ルート整備（1路線） 

・右岸系への代替ルートの整備 

（2路線） 

・右岸新調整池と増圧ポンプ場の

整備 

３ ・掛川線の代替ルート整備（1路線） 
・管路の耐震化向上 

・管路埋設の危険リスクが解消 

４ 
・御前崎線の代替ルート整備 

（1路線） 
４ 

・御前崎線の代替、布設替ルート整

備（1路線） 

・牧之原線の布設替ルート整備 

（3路線） 

・管路の耐震化向上 

・地震被害率の高い箇所の耐震化 

・支障物件による管理上の問題が

解消 

― ― ５ 

・右岸系への代替ルートの整備 

（1路線） 

・右岸新調整池と増圧ポンプ場の

整備 

・管路の耐震化向上 

・受水点、調整池の水圧問題が解消 

・調整池の貯留能力が向上 

５ 

・左岸系への代替、布設替ルートの

整備 

（2路線） 

・左岸新調整池の整備 

６ 

・左岸系への布設替ルートの整備 

（1路線） 

・浄水場浄水池の拡張整備 

・管路の耐震化向上 

・施設の危険リスクが解消 

・調整池の貯留能力が向上 

６ 

・藤枝線と焼津線の代替、布設替ル

ート整備（2路線） 

・牧之原線の布設替ルート整備 

（1路線） 

７ 
・藤枝線と焼津線の代替、布設替ル

ート整備（2路線） 

・管路の耐震化向上 

・受水点の水圧問題が解消 

７ 
・導水管の代替ルート（1路線） 

・第 2浄水場の建設 
８ 

・導水管の代替ルート（1路線） 

・既存浄水場の更新 
・管路の耐震化向上 

８ 上記以外の管路更新（9路線） ９ 上記以外の管路更新（7路線） ・経年管、老朽管の解消 
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図３-１ 優先順位と整備内容 
 

※1：既存トンネル本体及びトンネル内配管については、更新期間において、長期に渡り使用

するため、企業団職員が実施する打音等のトンネル点検は継続しつつ、変状を確認した

場合には必要に応じて非破壊検査や管体調査等の詳細な調査を実施し、現状の把握に努

める。 

※2：既存導水管は現時点で管体及び管内の調査ができていないため、水中カメラ等を使用し

た調査を試み、状況の把握に努める。 

  



 

 

16 

2 施設規模の適正化 

2-1 将来の計画水量に応じた施設規模 

「Ⅰ課題の抽出」「2 計画水量の設定」で示した将来の計画水量を基に、修正基本計画は、

計画期間内の最大計画水量を施設規模（更新に伴う計画水量）とした。実施計画は、更新計

画が段階的に進捗する整備であることを考慮し、より適正な施設規模とするため、将来の計

画水量のうち、「1整備内容と更新優先順位」の表 3-1で示した各更新段階の整備完了想定時

期（供用開始時期）の計画水量を施設規模（更新に伴う計画水量）とした。受水点における修

正基本計画と実施計画の更新に伴う計画水量を図示化すると図 3-2のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-２ 受水点における実施計画と修正基本計画の更新に伴う計画水量 

 

2-2 適正な施設規模の検討 

実施計画の更新に伴う計画水量を用いて、「表 3-1 整備内容と更新優先順位」に示す各更

新段階で異なる送水形態をそれぞれ水理管網解析した。解析の結果、すべての更新段階にお

いて、安定かつ確実に送水が可能となることを確認し、また、それを実現する最適な管路口

径を導き出した。更新完了時の水理管網解析結果と更新完了時の全体図（管路口径）は、図

3-3と図 3-4 のとおり。 

  

修正基本計画の計画水量 
（施設規模の設定値） 

施設更新実施計画策定の前提となる
計画一日最大給水量 
（将来の計画水量） 

実施計画の計画水量 
（施設規模の設定値） 

更
新
整
備
完
了 

想
定
時
期 

年度 → 

← 

水
量 

R9 

R19 

R29 

R39 

R49 

施設規模の適正化 

第〇段階の更新整備期間 〇〇受水点 
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図３-３ 更新完了時の水理管網解析結果 
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図３-４ 更新完了時の全体図（管路口径） 
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3 更新事業費の算出 

事業費の算出にあたり、更新費用の単価は修正基本計画と同様に厚生労働省による「水道

事業の再構築に関する施設更新費用算出の手引き（平成 23 年 12月）」を活用する。活用にあ

たっては、消費税率の変更及び建設工事費デフレーター※により補正する。 

建設工事費デフレーターと消費税率は、令和 52年度（2070）まで、一定と仮定し、事業費

単価を算出した。なお、建設工事費デフレーターは、2010年度を 100 とすると 2021年度（暫

定値）の 120.7、消費税率は、10％とした。 

上記の単価により算出した整備費（施設整備費、施設廃止費）に、事業に係る事務費を加

えた更新事業費をもとに、実施計画と修正基本計画の比較を表 3-2 に、更新事業費の変動要

因を表 3-3に示す。また、基本計画の更新事業費を表 3-2に参照する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画の更新事業費は、修正基本計画と比べ、施設整備費で約 218 億円、施設廃止費で

約 82億円の縮減となり、調査費・用地費・設計費と事務費を含めた総事業費で約 339 億円の

縮減となった。一方で、事業費の算出に係る建設工事費デフレーターは修正基本計画策定時

と比べ上昇した。 

 

※ 建設工事費デフレーター：国土交通省が公表している年度次の「建設工事費デフレーター（2015年

度基準）」の中から、「上・工業用水道」の値を用いている。 

令和 5年 9月時点の「上・工業用水道」の建設工事費デフレーターは、2010 年度を 100とすると

130.2（2022 年度（暫定値））となっている。 

  

表 ３-２ 更新事業費の比較表 
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表３-３ 更新事業費の変動要因 

区 分 修正基本計画 実施計画 
縮減要因と事業費差

(百万円) 

施設整備費 送水施設 更新延長Ｌ＝159km 更新延長Ｌ＝139km 更新延長の縮小 

更新管路 

平均口径φ600mm 

最頻口径φ700mm 

更新管路 

平均口径φ500mm 

最頻口径φ400mm 

平均口径の縮径 

小計① ▲9,311 

導水施設 第２浄水場用地に新浄水場

を建設 

・導水ポンプ施設の建設 

・導水トンネルの更新 

更新延長Ｌ＝4.1ｋｍ 

既存浄水場を供用しながら

同じ場所で浄水場を更新 

・導水トンネルを新設置 

延長Ｌ＝3.6ｋｍ 

・導水ポンプ場

の不要 

・導水トンネル

の延長縮小 

【▲3,636】 

浄水施設 
第２浄水場用地に新浄水場

を建設 

・浄水施設の全更新 

既存浄水場を供用しながら

同じ場所で浄水場を更新 

・沈殿池、ろ過池等を継続

使用する部分更新 

更新施設規模の

縮小 

【▲8,863】 

 小計② ▲12,499 

  施設整備費計③ ▲21,810 

区 分 修正基本計画 実施計画 
縮減要因と事業費差

(百万円) 

施設廃止費 送水施設 撤去延長 L=129.0km 充填延長 L=21.9km 廃止延長の縮小 

小計④ ▲4,280 

導水施設 

既存導水トンネルの撤去 既存導水トンネルを活用 

既存導水トンネ

ルの撤去不要 

【▲836】 

浄水施設 

既存浄水場の全撤去 

既存浄水場の部分撤去 

（浄水池、薬注施設、汚泥処

理施設、動力施設等） 

既存浄水場施設

の撤去不要 

【▲3,051】 

 小計⑤ ▲3,887 

  施設廃止費計⑥ ▲8,167 

調査費・用地費・設計費 工事費（施設整備費、施設

廃止費）の 10％ 

工事費（施設整備費、施設廃

止費）の 10％ 

工事費の縮減に

よる 

設計費計⑦ ▲2,998 

事務費 事業費（工事費、設計費）

の 2.77％ 

事業費（工事費、設計費）

の 2.77％ 

工事費の縮減に

よる 

事務費計⑧ ▲914 

更新事業費計⑨ ▲33,889 

   

全体に係る要因 建設工事費デフレーター 

2020年度（暫定）115.8 

建設工事費デフレーター 

2021年度（暫定）120.7 
4.9の上昇 
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4 年度別整備内容の検討 

実施計画の事業内容を年度別に配置するにあたり、更新優先順位と年間あたりの管路布設

標準歩掛を考慮して、全体の事業費変動を平準化するように努めた。しかし、第１段階から

第９段階の更新は、段階ごとの事業費が大小さまざまであること、かつ、それぞれの更新段

階に供用開始年度を設けたことから、平準化は限定的となった。 

施設整備及び施設廃止を実施する年度は、表 3-4 の年度別計画表のとおりとなる。また、

次頁に各整備内容における施設整備、施設廃止及び更新事業費の年度別分布は図 3-5、図 3–

6、図 3-7のとおりとなる。 

表３-４ 年度別計画表 

優先

順位 
整備内容 実施年度 

事業費 

（百万円） 

１ 

・榛南水道との連結管整備（2路線） 

・島田市天神原配水池への送水管整備

（1路線） 

整備 Ｒ4～Ｒ13（10年間） 

廃止 Ｒ15～Ｒ23（9年間） 

整備 1,882 

廃止 2,472 

２ 

・大須賀線の代替、布設替ルート整備 

（2路線） 

・掛川線の代替ルート整備（1路線） 

整備 Ｒ7～Ｒ17（11年間） 整備 7,374 

３ ・掛川線の代替ルート整備（1路線） 整備 Ｒ17～Ｒ19（3年間） 整備 147 

４ 

・御前崎線の代替、布設替ルート整備 

（1路線） 

・牧之原線の布設替ルート整備 

（3路線） 

整備 Ｒ18～Ｒ26（9年間） 整備 2,087 

５ 

・右岸系への代替ルートの整備 

（1路線） 

・右岸金谷調整池と右岸金谷ポンプ場

の整備 

整備 Ｒ17～Ｒ30（14年間） 

廃止 Ｒ37～Ｒ48（12年間） 

整備 20,129 

廃止 1,452 

６ 

・左岸系への布設替ルート整備 

（1路線） 

・左岸第１調整池の廃止 

・浄水場浄水池の拡張整備 

整備 Ｒ24～Ｒ33（10年間） 

廃止 Ｒ40～Ｒ43（4年間） 

整備 5,168 

廃止 459 

７ 
・藤枝線と焼津線の代替、布設替ルート

整備（2路線） 

整備 Ｒ29～Ｒ37（9年間） 

廃止 Ｒ44～Ｒ49（6年間） 

整備 6,442 

廃止 694 

８ 

・導水管の代替ルート整備（1路線） 

・既存浄水場の更新（一部） 

・既存浄水場の廃止（一部） 

整備 Ｒ24～Ｒ43（20年間） 

廃止 Ｒ29～Ｒ43（15年間） 

整備 15,723 

廃止 3,331 

９ 上記以外の管路更新（7路線） 整備 Ｒ40～Ｒ52（13年間） 整備 7,564 

※更新優先順位は、整備を開始する順位ではなく、整備が完了する順位となる。 
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図３-５ 施設整備費の年度別分布 

図３-６ 施設廃止費の年度別分布 

図３-７ 更新整備費（施設整備費+施設廃止費）の年度別分布 
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IV 事業の実施効果と策定後の進め方 

1 財政計画 

Ⅲまでの施設更新事業を行うため、現在の経営状況を踏まえた将来の財政計画を試算する。  

1-1 条件の設定 

将来の収支を算定するため前提条件は以下のとおり。 

・財政収支見通しでは、実施期間中の物価及び消費税等の支出は一定としたが、給水収益に

は、過去 40年間の物価上昇を考慮した資産維持費を含めた。 

・内部留保資金は、運転資金として給水収益 2 ヵ月分、災害時の備えとして給水収益 4 ヵ月

分を合わせた給水収益の 6ヵ月分を最低限確保した。 

・企業債充当率は、企業債対象額から起債する額の割合（企業債対象額は、施設更新事業費

から基本設計分事業費、国庫補助額、設備保守計画等による額を除いたもの）とし、料金

算定期間と同じ 5年毎の変動とした。企業債充当率（変動）は表 4-1 のとおり。 

表４-１ 企業債充当率(変動) 

 

 

・各科目の設定値は、令和元年度～令和 3 年度は実績値、令和 4 年度は補正予算値、令和 5

年度は当初予算見込値を基本とした。各科目の設定事項は表 4-2のとおり。 

表４-２ 各科目の設定事項 

科目等 設定事項 

３
条
収
支
（
税
抜
） 

収
入 

給水収益 

・R5 当初予算見込値を R5～10 に据置（基本料金 31 円/㎥、使用料金 32 円/㎥）  

・R11 以降の給水収益は、料金算定期間内で必要となる経費から算出  

（資産維持費を含む） 

県補助金 ・（ダム管理費＋ダム所在市町村交付金）÷5.8×3.8 

長期前受金戻入 ・減価償却費・資産減耗費に含まれる長期前受金を計上 

支
出 

人件費・その他維持管理費 ・R5当初予算見込値を R6～55に据置 

動力費・薬品費 

・R5当初予算見込値を R6～10に据置 

・R11 以降は、（R5 の当初予算見込値）×（各年度の計画 1 日

最大給水量）÷（R5計画 1日最大給水量） 

・電気料金は R6 以降の燃料調整単価を 10 円/kWhで算出 

修繕費・委託料 ・設備保守計画等による額 

ダム管理費等 
・管理費は R5当初予算見込値を R6～55に据置 

・国有資産等所在市町村交付金法第 20 条に基づき算出（5.8t 分）  

減価償却費 
・事業内容により償却期間を区分 

・資産減耗費は資産額の 5%を計上 

資産減耗費 

（施設廃止分） 
・施設更新事業による既存施設の廃止費 

企業債利息 ・償還期間 40年・利息 1.5%・元金均等据置無 

４
条
収
支
（
税
込
） 

収
入 

企業債 ・企業債対象額×各年度の充当率 

国庫補助金 
・補助対象事業費×1/3 

（生活基盤施設耐震化事業・水道管路緊急改善事業等） 

支
出 

建設改良費 

・設備保守計画：更新事業費 

・施設更新実施計画：施設整備費 

・事務費、固定資産購入費及び建設利息を含む 

企業債償還金 ・償還期間 40年・利息 1.5%・元金均等据置無 

収支のうち、榛南水道事業との統合で、榛南 2 市が負担する部分は除く。 
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1-2 財政収支見通しの結果 

ｱ)内部留保資金 

内部留保資金は、給水収益 6 ヵ月分を下回ることはなく、全期間を通じて確保される。財

政収支は図 4-1のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１ 財政収支の見通し 

ｲ）企業債借入 

企業債借入額は、企業債充当率を変動としたことにより、企業債対象額とは比例しない形

となった。また、内部留保資金が十分にあるときは借入をせず、企業債借入額を抑制するこ

とができた。4条支出と企業債借入額は図 4-2のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-２ ４条支出と企業債借入額 
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1-3 長期財政収支の検討 

ｱ）企業債残高対給水収益比率 

浄水場の更新などが含まれる令和 20 年度～令和 46 年度は、長期間に渡り 20 億円/年以上

の資金が必要となるため、多額の企業債を借り入れる必要がある。このことから企業債残高

も増え、企業債残高対給水収益比率は、令和 33年度以降 300％を超え、令和 35年度にピーク

を迎えるが令和 46年度以降減少に転じる。 

企業債残高対給水収益比率は、図 4-3のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-３ 企業債残高対給水収益比率 

 

全国の用水供給事業体における企業債残高対給水収益比率は、図 4-4 のとおり、300%を越

えている団体は全体の約 32%（79団体中 25団体）となり、一定数の存在を確認した。 

企業債残高対給水収益比率が 300%を超える期間は、浄水場の更新が本格化し、企業債借入

が増加する令和 33 年度から令和 47 年度である。令和 46 年度以降は比率も減少し、令和 55

年度には、総務省公表の令和 3年度決算経営比較分析表の類似団体平均値の 240%まで低下す

る。 

また、図 4-1のとおり、内部留保資金も令和 44年度以降増加する見込みであり、資金的に

も問題は生じない見込みである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-４ 企業債残高対給水収益比率（用水供給事業体）  
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R5～10 R11～15 R16～20 R21～25 R26～30 R31～35 R36～40 R41～45 R46～50 R51～55

企業債充当率 75% 75% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

ｲ）企業債充当率 

企業債充当率を変動させた場合と一定とした場合の負担を比較した。企業債を一定の率で

充当した場合は、表 4-3とし、令和 16年度以降を一定とした。 

表４-３ 企業債充当率（一定） 

 

 

令和 5年度～令和 15 年度は資金不足が想定されるため、多額の借り入れが必要となる。こ

のため、この期間の企業債充当率は 75%以上でないと内部留保資金を確保できない。なお、令

和 16 年度以降は、75%未満で維持できるため、令和 16 年度～令和 55 年度の企業債充当率を

一定とした。 

表 4-4より令和 5年度～令和 55年度の企業債借入累計額において、企業債充当率を変動さ

せた場合は、一定とした場合と比べ、25億円少ない 237億円となった。 

令和 5年度～令和 55 年度の企業債償還金累計額及び企業債利息累計額においても、企業債

充当率を変動させた場合が、少ない傾向となった。 

企業債充当率を変動した場合は、一定とした場合に比べて企業債利息は、8億円の減、企業

債残高対給水収益比率の平均値は、28％の減となり、企業債借入額、償還金及び利息を軽減

するために、企業債充当率を変動させることは有効である。 

表４-４ 企業債充当率の変動と一定の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-５ 企業債借入累計額・企業債残高対給水収益比率 
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2 事業の実施効果 

2-1 管路の耐震化率の推移 

耐震化率は、対象管路延長の約 191km に対して、耐震管と耐震適合管の延長は、約 114km

となり、令和４年度末時点の耐震化率は、59.6％となっている。 

管路整備を進めた場合の管路延長の推移を図 4-6、管路耐震化率の推移を図 4-7 に示す。

図 4-7より、令和 51（2069）年度に耐震化率が 100％となる。 

 

 
図４-６ 管路延長の推移 

 

 

 
図４-７管路耐震化率の推移 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

R
0
2
(2
0
2
0
)

R
0
4
(2
0
2
2
)

R
0
6
(2
0
2
4
)

R
0
8
(2
0
2
6
)

R
1
0
(2
0
2
8
)

R
1
2
(2
0
3
0
)

R
1
4
(2
0
3
2
)

R
1
6
(2
0
3
4
)

R
1
8
(2
0
3
6
)

R
2
0
(2
0
3
8
)

R
2
2
(2
0
4
0
)

R
2
4
(2
0
4
2
)

R
2
6
(2
0
4
4
)

R
2
8
(2
0
4
6
)

R
3
0
(2
0
4
8
)

R
3
2
(2
0
5
0
)

R
3
4
(2
0
5
2
)

R
3
6
(2
0
5
4
)

R
3
8
(2
0
5
6
)

R
4
0
(2
0
5
8
)

R
4
2
(2
0
6
0
)

R
4
4
(2
0
6
2
)

R
4
6
(2
0
6
4
)

R
4
8
(2
0
6
6
)

R
5
0
(2
0
6
8
)

R
5
2
(2
0
7
0
)

管
路
延
長
（
km

)
千

非耐震管延長

耐震管・耐震適合管延長

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R
0
2
(2
0
2
0
)

R
0
4
(2
0
2
2
)

R
0
6
(2
0
2
4
)

R
0
8
(2
0
2
6
)

R
1
0
(2
0
2
8
)

R
1
2
(2
0
3
0
)

R
1
4
(2
0
3
2
)

R
1
6
(2
0
3
4
)

R
1
8
(2
0
3
6
)

R
2
0
(2
0
3
8
)

R
2
2
(2
0
4
0
)

R
2
4
(2
0
4
2
)

R
2
6
(2
0
4
4
)

R
2
8
(2
0
4
6
)

R
3
0
(2
0
4
8
)

R
3
2
(2
0
5
0
)

R
3
4
(2
0
5
2
)

R
3
6
(2
0
5
4
)

R
3
8
(2
0
5
6
)

R
4
0
(2
0
5
8
)

R
4
2
(2
0
6
0
)

R
4
4
(2
0
6
2
)

R
4
6
(2
0
6
4
)

R
4
8
(2
0
6
6
)

R
5
0
(2
0
6
8
)

R
5
2
(2
0
7
0
)

管
路
耐
震
化
率
（
％
）



 

 

28 

2-2 浄水場の最大稼働率の推移 

浄水場の送水能力に対する一日最大送水量の割合（稼働率）は、水道施設の効率性を示す

ものであり、図 4-8に最大稼働率の推移に示す。 

総務省公表の令和 3 年度地方公営企業年鑑によると、全国の用水供給事業の浄水場最大稼

働率の平均は 68.9％であり、当企業団の最大稼働率（69.8％）は、ほぼ同水準である。 

浄水場更新後（令和 44年度以降）の浄水場能力を、142,600 ㎥/日とした場合、計画水量に

対して、最大稼働率が 86％（令和 44年度～令和 48年度）まで上昇する。一方、既設浄水場

と同能力 172,800 ㎥/日で更新した場合、最大稼働率は 70％程度（令和 44 年度以降）となる。 

このことから、本計画で浄水場規模を最適化することにより、効率性が改善され、ランニ

ングコストの削減につながることが期待される。一方で最大稼働率が高まることは、施設の

余裕が少なくなることを意味するため、維持管理等への配慮が必要である。 

 

 
図４-８ 一日最大送水量と最大稼働率の推移 
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2-3 更新による管路の健全度の推移 

更新管路を対象として、管路の更新を実施した場合の健全度の推移を図 4-9 に、管路の更

新を実施しない場合の健全度の推移を図 4-10 に示す。 

総務省公表の令和 3 年度決算経営比較分析表によると、用水供給事業の全国平均管路経年

化率は、導送配水管延長と法定耐用年数（40年）を経過した管路延長の割合から 32％となる

が、当企業団の給水開始は、昭和 63年であり、給水開始を起算とすると管路経年化率は 0％

となる。 

本実施計画では、管路布設年度を起算としており、その場合の管路経年化率は、令和 4 年

度時点で 33％となる。 

図から、管路の更新を実施しない場合は、管路の老朽化が進行する一方、管路の更新を実

施する場合は、管路の老朽化が抑制される。また、実施計画の後半で、老朽化に分類される

管路は、主に実施計画で更新対象としない第 2 期第１段階の管路となる。第 2 期第１段階事

業の一部管路は、実施計画の期間中、修繕等の長寿命化により、健全な状態を維持すると共

に、計画期間の後半では、別途、新たな更新により老朽化の抑制に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-９ 管路更新を実施した場合の管路の健全度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１０ 管路更新を実施しない場合の管路の健全度の推移 

注 1）榛南水道事業との統合により、榛南水道管路の一部を企業団管路として組み入れるため、統合年

度の令和 11 年度に管路延長が増加する。 

注 2）図 4-10 管路更新を実施しない場合において、榛南水道管路の一部を企業団管路として組み入れ

て、比較する。  
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3 策定後の進め方 

3-1 新しい環境、持続性などの課題への対応 

新しい環境や持続性などの課題と実施計画との関係について図 4-11、その対応策を表 4-5

にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１１ 新たな環境、持続性などの問題と実施計画の関係 

 

表４-５ 新たな環境、持続性などの課題への対応策 

対応策 具体策 検討内容 

更新手法の検

討 

官民連携手法の導入 増大する整備工事に対して、人材確保 

・管路 DB方式等の検討 

環境・コスト縮

減・長寿命化 

脱炭素の推進・再生可能

エネルギーの活用 

各種新エネルギーの利用 

・浄水場敷地等を利用した太陽光発電 

・送水管を利用した小水力発電 

長寿命施設への更新 耐用年数の長い施設の構築 

・GX形ダクタイル鋳鉄管の積極的な採用等に

よるライフサイクルコストの低減 

最適な機器等の採用 ・高効率、省エネルギー機器等の採用による

ランニングコストの低減 

・水需要にあった最適な機器等の設計 

財源の確保 起債依存の低減 起債依存を低減し、将来に渡り負担を軽減す

る。 

適切な料金水準の確保 施設更新を推進するための適切な料金水準の

確保 

交付金制度の活用 施設の耐震化や水道事業の広域化などを対象

とした生活基盤施設耐震化等交付金の活用 

  

 
・長寿命施設への更新 

・最適な機器等の採用 

・脱炭素の推進・再生可

能エネルギーの活用 

 更新手法の検討 

・官民連携手法の導入 

実施計画 

・施設の更新 

・施設の耐震化 

水
道
用
水
供
給
事
業
の
継
続  財源の確保 

・起債依存の低減 

・適切な料金水準の確保 

・交付金制度の活用 
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3-2 進捗管理と計画の見直し 

実施計画は、計画策定時点における最新の状況に依っているが、計画に基づき事業を実施

していく中で、以下に伴う進捗管理と計画の見直しを行い、事業環境の変化に、柔軟な対応

をする。 

 

ｱ)使用水量の見直し 

受水団体が使用水量の見直しを要望する場合、対象となる管路や施設において影響がな

い状態（供用開始前の設計段階等）を前提に、使用水量に応じた管路口径、施設規模を検

討する。なお、本計画の策定後は、更新に伴う計画水量の見直しは出来ない。 

ｲ）浄水場更新計画の見直し 

浄水場の更新は、耐震化に加え、今後実施する設備更新においても、自然災害（土砂災

害等）や長期、広域停電を考慮した施設構築を検討する。 

〇土砂災害対策 

相賀浄水場の東側の山は、土砂災害警戒区域に指定されており、土石流やがけ崩れ等の

危険がある。定期的な点検を実施しているが、変状を確認した場合、対策が必要となる。 

（例）土砂流入防止壁の構築等 

〇長期、広域停電対策 

（例）：燃料備蓄の増量、調整池等における自家発電機設備の整備、二回線通信等 

ｳ）管路更新ルートの見直し 

受水団体の各市における新たな総合計画や都市計画等と整合を図りながら、基本設計や

詳細設計の進捗に応じて、より現実的・効率的な管路更新ルートへの布設を検討する。ル

ートが変更となる場合、全体管路計画との整合性や変更ルートの必要口径を再度検証する。 

ｴ）事業計画の見直し 

実施計画は、PDCA サイクルをしっかり回すとともに実施期間中の予測できない事象（災

害、大規模漏水等）や政策（広域化・脱炭素等）等にも柔軟に対応するために定期的な事

業計画の見直しを実施する。 

ｵ）財政収支の見直し 

今後、基本設計や詳細設計の実施に伴い、事業費について、実施計画の概算事業費との

差異が生じることが考えられる。また、インフレ（継続的な物価上昇）、経済情勢の変動も

事業費に影響を及ぼす。事業費の変動が将来の水道用水供給料金に影響することも考えら

れるため、料金との検証と合わせて、５年に１度を目途に事業費を再算出し、財政収支の

見通しを検討する。 

ｶ）新技術の活用 

水道事業においては、技術職員など人材確保が難しくなる中、適用可能な新技術（高効

率機器、DX 等）を導入・活用することにより、業務を効率化する。特に AI による管路劣

化診断やドローンを用いた施設点検などの取組は、今後ますます進展が予測されるため、

積極的な導入・活用を推進する。 


